
　令和６年関市議会第４回定例会を11月28日から12月20日までの23日間、開催しました。この
定例会では、条例関係16件、補正予算７件、一般議案10件、諮問２件、選挙１件、議員提案１件
の、合わせて37件を審議しました。

議案・審議結果の説明

定例会日程

本会議(１日目)　議案上程、説明

本会議(２日目)　議案質疑、採決、委員会付託等、代表質問

本会議(３日目)　一般質問

本会議(４日目)　一般質問

本会議(５日目)　一般質問

総務厚生委員会

文教経済委員会

建設環境委員会

本会議(６日目)　委員長報告・討論・採決、追加議案上程、採決

12月11日

12月12日

12月13日

12月16日

12月17日

12月20日

12月10日

11月28日

12月９日

主な議案の説明

承認第７号

議案第59号

議案第60号

議案第61号

議案第62号

議案第63号

議案第64号

議案第66号

議案第67号

議案第68号

議案第72号

議案第74号

議案第75号

議案第76号

議案第77号

議案第78号

議案第79号

議案第80号

議案第81号

議案第82号

議案第83号

議案第84号

議案第85号

議案第86号

議案第87号

議案第88号

議案第89号

議案第90号

諮問第６号

諮問第７号

選第４号

市議第４号

専決処分の承認について（令和６年度関市一般会計補正予算（第５号））

関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正

関市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正

関市職員の給与に関する条例等の一部改正

関市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正

関市職員の退職手当に関する条例の一部改正

関市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正

関市留守家庭児童教室条例の一部改正

関市創業支援拠点施設条例の制定

関市都市公園移動等円滑化のために必要な特定公園施設の
設置に関する基準を定める条例の一部改正

関市屋外スポーツ施設条例の一部改正

証明書の交付等の事務委託の廃止に関する協議

公の施設の指定管理者の指定（関市立図書館）

公の施設の指定管理者の指定（関市洞戸円空記念館）

公の施設の指定管理者の指定（関市武芸川ふるさと館）

公の施設の指定管理者の指定（関市武芸川民俗資料館）

公の施設の指定管理者の指定（関市洞戸運動公園及び関市洞戸テニスコート）

公の施設の指定管理者の指定（関市板取運動公園ほか３施設）

公の施設の指定管理者の指定（関市武芸川健康プール）

公の施設の指定管理者の指定
（関市上之保温泉ほほえみの湯及び上之保温泉ＲＶパーク）

公の施設の指定管理者の指定（関市古民家にぎわい施設）

令和６年度関市一般会計補正予算（第６号）

令和６年度関市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

令和６年度関市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

令和６年度関市水道事業会計補正予算（第１号）

令和６年度関市下水道事業会計補正予算（第２号）

令和６年度関市一般会計補正予算（第７号）

関市教育委員会の委員の任命

関市富之保財産区管理委員の選任

関市選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙

刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書

歳入歳出額　36,471千円増　衆議院議員選挙執行

職員の働き方改革を推進するため、休暇の付与単位を暦年単位から年度単位に改める

人事院勧告に準じて、期末手当の支給率を改定する改正　　年0.1月増

人事院勧告に準じて、期末手当の支給率を改定する改正　　年0.1月増

人事院勧告に準じて、給与（平均3.0％増）、期末手当の支給率（年0.05月増）などを改定する改正

全日制の教育職員について１年単位の変形労働時間制を導入する改正

就業促進手当のうちの就業手当が廃止されたため、規定を削除等する改正

関市立上之保保育園を廃止

２人目以降の児童の午前７時30分から８時までの延長分使用料の改正

創業支援拠点施設を設置するため、新たに制定→「本町チャレンジBASE」

法律施行令の一部改正に伴い、引用条項のずれを改める改正

板取運動公園、中之保グラウンドなどの使用時間を変更する改正ほか

利用者の減少に伴い、岐阜市ほか９市町との証明書交付等の相互事務委託を廃止

学校法人岐阜済美学院に指定管理　５年間

高賀自治会に指定管理　３年間

武芸川まちづくり委員会に指定管理　５年間

武芸川まちづくり委員会に指定管理　５年間

特定非営利活動法人キウイスポーツクラブに指定管理　５年間

関市板取ふれあいのまちづくり推進委員会に指定管理　５年間

ＴＤＤ武芸川健康プール共同事業体に指定管理　５年間

株式会社マーゴグループに指定管理　５年間

トータルバランス・ドルフィン共同事業体に指定管理　３年間

歳入歳出額　21億9,664万円増　寄附金(ふるさと納税）など　

事業勘定 歳入歳出額 970万５千円減　直診勘定 歳入歳出額 99万３千円増

歳入歳出額　2,380万円増　地域支援事業交付金過年度精算金など　

収益的支出額 7,190万２千円増　　資本的支出額 165万８千円増

収益的収入及び支出額 １億1,994万４千円増　資本的収入及び支出額 39万３千円増

歳入歳出額　４億5,778万４千円増　物価高騰対応重点支援給付金など

末松　桂子氏 （再任）

土屋　律志氏 （新任）　

選挙管理委員会の委員４名及び補充員４名の選挙　任期４年

刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書
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全会一致で可決された議案

議案の審査結果

議案第65号

総務厚生

議案番号
付託委員会

〔表示記号〕
議決結果：◎可決、×否決

賛否状況：○賛成、×反対、欠：欠席
ー：議長は採決に加わらない

◎ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○ ○- × × ○
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総合福祉会館に「みんなのへや」を設置

施設経営の安定を図るため、入浴料を改定

施設経営の安定を図るため、使用料を改定

賛否が分かれた議案

関市総合福祉会館条例の一部改正

議案第69号

文教経済
◎ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○ ○- × × ×

関市温泉施設条例の一部改正

議案第70号

文教経済
◎ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○- × × ○

関市自然体験施設条例の一部改正

施設経営の安定を図るため、使用料を改定

洞戸・板取島口・板取白谷体育館の廃止　ほか

議案第71号

文教経済
◎ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○- × × ○

関市ＲＶパークの設置及び管理に関する条例の一部改正

議案第73号

文教経済
◎ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×○ ○- × × ○

関市地区体育館条例の一部改正

議案名
主な内容

総合福祉会館３階の軽スポーツ室を「みんなのへや」として設置

高齢者だけでなく、全ての市民が利用できる。無料⇒有料

関市総合福祉会館条例の一部改正議案第65号

施設経営の安定を図るため、板取川・上之保温泉の入浴料を改正

大人(12歳以上)　平日　600円⇒800円、　土日休日　700円⇒ 900円

関市温泉施設条例の一部改正議案第69号

議案番号 議　案　名 主　な　内　容 付託委員会

令和６年度関市一般会計補正予算（第６号）議案第85号
物価高騰などへの対応のため　補正予算 21億9,664万円を追加

※「欠」は本会議６日目に欠席し、採決に加わらなかった事を示します。

　冤罪は、国家による最大の人権侵害であり、人権国家を
標榜する我が国にとってはもちろん、住民が冤罪被害に
遭う可能性がある地方自治体にとっても、冤罪の防止や
冤罪被害の救済は重要な課題と言える。
　冤罪被害者を救済するための制度としては「再審」が
ある。しかし、その手続を定めた法律（刑事訴訟法第四編
「再審」）には、再審請求手続の審理の在り方に関する規定
がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられ、「再審の
ルール」が存在しない状態となっている。　
　その中でも、とりわけ再審における証拠開示の問題は
重要である。したがって、冤罪被害者を救済するためには、

捜査機関の手元にある証拠を開示させる仕組みが必要不可
欠である。
　また、再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服
申立てを行う事例が相次いでおり、冤罪被害者の速やかな
救済が妨げられている。再審開始決定がなされたのであれ
ば、速やかに再審公判に移行すべきである。
　よって、冤罪被害者を一刻も早く救済するため、刑事
訴訟法の再審規定について、これらの趣旨を踏まえた改正
を速やかに行うよう強く要望する。
意見書提出先：
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官

刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書（要旨）可決
第４回定例会　議員提案（意見書）

袴田巌さんは、令和6年9月に再審裁判で無罪判決。10月、検察は控訴せず無罪が確定しました。
事件発生から58年、再審請求を始めてから43年以上の歳月を要したんだね。

関*ギカイちゃん
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